
平成１７年（行ケ）第１０２５７号　審決取消請求事件
平成１７年９月１４日　口頭弁論終結
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　 　　 原　　　　　　告  　　　クック インコーポレイティド
　 　　 訴訟代理人弁護士　　　　権田　安則
　　　　訴訟代理人弁理士　　　　三俣　弘文
　　　　被　　　　　　告　　　　特許庁長官　中嶋　　誠
　　　　指定代理人　　　　　　　内藤　真徳
　　　　同　　　　　　　　　　　阿部　　寛
        同　　　　　　　　　　　川向　和実
        同　　　　　　　　　　　立川　　功
        同　　　　　　　　　　　宮下　正之
    　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　　１　原告の請求を棄却する。
　　　２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日
と定める。
        　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
    　特許庁が不服２００１－２１２４８号事件について平成１６年１０月４日に
した審決を取り消す。
　　　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
    　主文第１，２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
  　　原告は，平成４年６月２４日，発明の名称を「ガイドカテーテル」とする発
明につき特許出願（特願平４－１８８８７６号，優先日１９９１年６月２８日，優
先権主張国米国。後記補正の前後を通じて請求項の数は５である。）をしたが，平
成１３年１０月２５日，拒絶査定を受けたので，平成１３年１１月２９日，審判を
請求するとともに，同日付け手続補正書により，願書に添付した明細書の補正（以
下，同補正後の明細書及び図面を「本願明細書」という。）をした。
    　特許庁は，上記審判請求を不服２００１－２１２４８号事件として審理した
結果，平成１６年１０月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を
した。その謄本は同月１９日に原告に送達され，出訴期間として９０日が付加され
た。
  ２　特許請求の範囲（上記補正後のもの）
    【請求項１】「（ａ）先端部と，軸方向に伸びる第１の通路を有するメイン環
状部と， 
    　前記メイン環状部は，第１の外面と，第１の内部通路面と，これらの間で複
合硬度を有する壁を更に有し， 
    　前記先端部は，前記第１の内部通路面と前記第１の外面との間に伸びる外部
テーパを有し， 
    　前記壁は，前記外部テーパの全長を形成する外部材料層と，前記外部テーパ
の領域内に部分的に軸方向に伸び，かつ，前記外部材料層に結合された内部材料層
とを含む， 
　（ｂ）前記複合硬度よりも軟質の硬度を有する材料からなる環状チップとからな
り， 
    　前記チップは根本部と，前記第１の通路と連通して軸方向に伸びる第２の通
路とを有し， 
    　前記根本部は前記メイン環状部の前記先端部の前記外部テーパに結合された
内部テーパを有する， 
    ことを特徴とするガイドカテーテル。」（以下，請求項１の発明を「本願発
明」という。）
  ３　審決の理由
    (1) 別紙審決書の写しのとおり。要するに，本願発明は，当業者が，特開平２
－１９１４６６号公報（甲４。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下



「引用発明」という。）及び周知慣用手段に基づいて容易に発明をすることができ
たものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，
とするものである。
    (2) 審決が，進歩性がないとの上記結論を導く過程において，本願発明と引用
発明との一致点及び相違点として認定したところは，次のとおりである。
　　　【一致点】
      「先端部と，軸方向に伸びる第１の通路を有するメイン環状部と，
      　前記メイン環状部は，第１の外面と，第１の内部通路面と，これらの間で
壁を更に有し， 
      　前記先端部は，前記第１の内部通路面と前記第１の外面との間に伸びる外
部テーパを有し， 
      　前記壁は，前記外部テーパの全長を形成する構造部材を含み， 
      　前記壁よりも軟質の硬度を有する材料からなる環状チップとからなり， 
      　前記チップは根本部と，前記第１の通路と連通して軸方向に伸びる第２の
通路とを有し， 
      　前記根本部は前記メイン環状部の前記先端部の前記外部テーパに結合され
た内部テーパを有する，ガイドカテーテル」である点。
      【相違点】
      　メイン環状部の壁を構成する構造部材が，本願発明では，「外部テーパの
全長を形成する外部材料層と，前記外部テーパの領域内に部分的に軸方向に伸び，
かつ，前記外部材料層に結合された内部材料層とを含み，複合硬度を有するように
構成されている」のに対して，引用発明では，「単層の構造部材で構成されてい
る」点。
第３　原告主張の取消事由の要点
    　審決は，相違点についての判断を誤った（取消事由１，２）結果，本願発明
は引用発明及び周知慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと
したものであり，これらの誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるか
ら，違法なものとして取り消されるべきである。
  １　取消事由１（相違点判断の誤り－その１。引用例と周知例とを組合せること
による判断の誤り）
　 (1)　審決は，「引用発明におけるカテーテルの壁を構成する単層の構造部材に
代えて，上記周知慣用手段である複合硬度を有する構造部材よりなる壁を適用」で
きる旨説示しているが，誤りである。引用例の単層の構造部材に代えて，周知慣用
手段である複合硬度を有する構造部材よりなる壁を適用することはできない。
   (2)　周知例（特開平２－２６５５６１号公報（甲５），特開平２－２６５５７
０号公報（甲６）。以下，同様である。）のカテーテル先端部は，その根本部より
編組素線等が施されていない分だけ軟質であるから，上記周知のカテーテル先端部
に，更に，軟質材料製チップを取り付ける必要がない，言い換えると，上記周知の
カテーテルは，引用例（甲４）において解決しようとする課題(不具合点)を有して
おらず，先端に編組素線を内蔵しない（先端チップの取り付けが不要な）３層から
なる，完成されたカテーテルを開示するものである。
  　　　これに対し，引用発明のカテーテルは，先端まで同一の材料で形成された
カテーテル本体において，先端の硬度のみを軟質にするという課題を解決するため
に，カテーテル本体の先端部に別の軟質材料製の先端部材を付加するものである。
すなわち，引用例が開示するのは，あくまでも，先端まで同一の材料で形成された
カテーテルに対する先端チップの取り付け方法である。
  　　　周知例は，引用例が開示した課題（不具合点）を，既に別の方法（編組素
線をなくすこと）で解決しており，引用発明とは課題が異なる。したがって，引用
発明の課題を解決するために，周知例を参照することはあり得ず，引用発明と周知
例とを組み合わせて，本願発明に到ることは可能ではない。
   (3)　また，引用例の先端部材（環状チップ）の内側テーパと，周知例のカテー
テルの外側テーパとをあわせて一体化し，その際，引用例の環状チップの材料の硬
度を，周知例の二層状構造部材の複合硬度より小さいものに選択すると，周知例の
カテーテルは，編組素線がある場所（根本部）とない場所（先端部）とで２種類の
複合硬度を有することになり，さらに，先端に環状チップを取り付けると，１本の
カテーテルに３種類の硬度が存在することになる。すなわち，根本部（外層，第二
内層，編組素線，第一内層からなる。）の第１硬度，中間部（外層，第二内層，第
一内層からなる。）の第２硬度，先端の環状チップの第３硬度が有意の長さに渡っ



て存在するが，硬度の大きさ順に，第１硬度＞第２硬度＞第３硬度となるように選
択すると，先端チップの硬度が低くなりすぎ，外科医が操作しづらい欠点がある。
周知例のカテーテルは，それだけで十分に低い硬度の先端部を有しているから，更
に軟質のチップを付加する必要はない。また，第１硬度＞第３硬度＞第２硬度とす
ると，カテーテルが中間部で座屈を起こす危険がある。したがって，当業者は，２
種類の複合硬度より軟質の第３硬度を選択することはない。
   (4)　周知例は，カテーテル本体と先端部の材料を変えずに，編組素線の有無で
両者の硬度差が自動的に決定されるのに対し，本願発明では，２層構造のカテーテ
ル本体の材料の「複合硬度」がまず決定され，その後複合硬度以下の硬度を有する
材料を選択し先端チップを形成している。周知例では先端チップの材料が選択不可
であるのに対し，本願発明では先端チップの材料の選択が可能である。本願発明に
おいては，先端チップの材料の選択基準も必須構成要件であるが，周知例からはこ
の要件を想起できない。
   (5)　上記のとおり，引用例，周知例を組み合わせて本願発明に到るとすること
はできない。
  ２　取消事由２（相違点判断の誤り－その２。外部材料層が外部テーパの全長を
形成する点（第１要件）と，内部材料層が外部テーパの領域内に部分的に伸びるよ
うにする点（第２要件）を，設計的選択事項であるとした判断の誤り）
   (1)　審決は，「単純に，メイン環状部の先端部の外部テーパの領域内に外部材
料層より硬度の大きい材料で形成される内部材料層ができるだけ入り込まないよう
にするか，たとえ入り込んだとしても部分的にしか入り込まないように構成して，
本願発明のように構成する程度のことは，当業者であれば必要に応じて容易になし
得たものと認められる。」（審決書５頁２１行～２５行）としているが，誤りであ
る。
   (2)　本願発明の「前記壁（１９，２０）は，前記外部テーパの全長を形成する
外部材料層（２７）と，前記外部テーパの領域内に部分的に軸方向に伸び，かつ，
前記外部材料層に結合された内部材料層（２５）とを含む」という構成要件には，
３つの要件が含まれる。すなわち，第１要件は，外部材料層が前記外部テーパの全
長を形成する点，第２要件は，内部材料層が前記外部テーパの領域内に部分的に軸
方向に伸びている点，第３要件は，外部材料層と内部材料層とが結合されている点
である。
　　　　一方，周知例は，第１要件，第２要件を開示していない。周知例に開示さ
れたカテーテルの先端部は，編組素線等が存在しないだけで，外層と内層（第一内
層と第二内層からなる。）は存在すると予測されるが，この先端部に外側テーパを
形成すると，内層がテーパ部まで伸び，外層が存在しない外部テーパ部が存在する
ことになる。すなわち，外部テーパ部表面には内層と外層の両方が現れる（丸太の
断面における年輪のように見える）ことになるから，上記第１要件を開示していな
い。また，周知例の内層は外側テーパ部まで伸び，内層が外層内に完全に伸びてい
るから，上記第２要件を開示していない。
      　本願発明においては，第１要件により，外部材料層と内部材料層との境界
が，テーパ部分に存在しない（現れない）ため，カテーテルのメイン環状部と環状
チップとのテーパ状接続がより強化され，接合強度が向上するが，メイン環状部が
複数の層から構成されていない引用例は，第１要件により，接合強度が向上する点
を開示していない。また，本願発明においては，上記第２要件により，２種類の材
料をテーパ状に組み合わせることに加えて，外部材料層内に内部材料層を部分的に
伸ばすことによって，外部テーパ領域では更にゆったりと硬度を変化させることが
できるという効果を奏する。
   (3)　上記のとおり，本願発明は，第１，第２要件を採用することにより，上記
の発明の効果を奏するものであるが，この構成は，当業者であれば必要に応じて容
易になし得たものとはいえない。
第４　被告の反論の要点
    　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
  １　取消事由１（相違点判断の誤り－その１。引用例と周知例とを組合せること
による判断の誤り）について
　 (1)　原告の主張は，引用発明が，引用例（甲４）のカテーテルの製造方法，あ
るいは甲５のカテーテルの構造であることを前提とするもののように見受けられる
が，審決は，引用発明を，「‥‥‥ガイディングカテーテル」（審決書３頁２２行
～３５行）として認定し（原告は争わない。），さらに，カテーテル本体部の構造



部材として「外部材料層と内部材料層とを含み，複合硬度を有」したものが周知
（甲５，甲６）であるとして，判断したものであるから，原告の主張は，審決の内
容を誤認したものといわざるを得ない。
　 (2)　そして，強さとしなやかさとの両立はカテーテルにおける一般的課題であ
り，さらに，本願明細書の「本発明のカテーテルの壁は患者の臓器内に挿入される
際，捻れ，座屈等に強く」（甲２，４欄１４行～１５行）との記載からすれば，本
願発明において，壁が複合硬度を有する点の技術的意義は強さとしなやかさを両立
させることにあるといえるところ，当該課題を解決するために，異なる硬度の材料
から構成され，複合硬度を有するカテーテルの壁を採用することが甲５，甲６に開
示され，しかも周知慣用手段といえるから，引用発明の単層の壁に代えて，複合硬
度を有する壁を採用した程度のことに何ら困難性は存しない。
　 (3)　上記のとおり，審決の判断に誤りはない。
  ２　取消事由２（相違点判断の誤り－その２。外部材料層が外部テーパの全長を
形成する点（第１要件）と，内部材料層が外部テーパの領域内に部分的に伸びるよ
うにする点（第２要件）を，設計的選択事項であるとした判断の誤り）について
　 (1)　原告は，審決が，外部材料層より硬度の大きい材料で形成される内部材料
層が外部テーパの領域内に部分的に軸方向に伸びるように構成することは容易であ
ると判断した点について，周知例には，第１要件（外部材料層が前記外部テーパの
全長を形成する点），第２要件（内部材料層が前記外部テーパの領域内に部分的に
軸方向に伸びている点）が開示されていないから，当該判断は誤りであると主張す
る。
　 (2)　しかしながら，審決は，周知例に原告指摘のような開示があることを前提
として判断したものではないから，当該主張は，審決の判断に何ら影響を与えるも
のでなく，審決の内容を誤認したものといわざるをえない。
　 (3)　そして， 本願発明において，内部材料層を外部テーパの領域内に部分的に
軸方向に伸びるようにした点の技術的意義は，本願明細書の，「外部テーパ１３と
内部テーパ１４は，熱結合剤１５の強度を増加させ，熱結合剤１５がメイン環状部
１１から剥離するのを防止し，メイン環状部１１とソフト環状チップ１２との間で
カテーテルの硬度が徐々に変化するようにする。」（甲２，２欄３０行～３４行）
という記載，そして，「２種類の材料をテーパ状に組み合わせることに加えて，外
部材料層内に内部材料層を部分的に伸ばすことによって，外部テーパ領域では更に
ゆったりと硬度を変化させることができる」との原告主張に鑑みると，２種類の材
料をテーパ状に接合することによって得られた，カテーテル先端部の硬度を徐々に
変化させるという効果を妨げないようにする点にあると考えられる。
      　一方，引用発明も，引用例の，「第２に，‥‥‥カテーテル先端方向（図
中左側）へ向って後者の比率が漸増しているため，その先端へ向うに従って，柔軟
性が連続的に増加するように構成される。これにより‥‥‥。」（甲４，６頁左上
欄９行～右上欄１行）という記載からみて，カテーテル先端部の硬度を徐々に変化
させるという課題を認識していたものと考えられる。
      　してみると，引用発明において，単層のカテーテルの壁に代えて，周知慣
用手段である複数硬度を有する壁を採用するに当たり，上記効果を妨げないため
に，外部テーパの領域内に硬度の大きい材料ができるだけ入り込まないようにする
か，たとえ入り込んだとしても部分的にしか入り込まないように構成する程度のこ
とは，当業者であれば容易に想到できたことである。
　 (4)　上記のとおり，審決の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
  １　取消事由１（相違点判断の誤り－その１。引用例と周知例とを組合せること
による判断の誤り）について
　 (1)　原告は，審決が，引用発明の単層の壁に代えて，周知慣用手段である複合
硬度を有する壁を採用することは容易であると判断した点について，周知例のもの
に先端チップをさらに取り付ける必要がないこと，引用発明と周知例のものとは課
題が異なることなどを挙げて，当該判断は誤りであると主張する。
　 (2)　そこで，検討するに，審決が，周知例として引用した甲５には「カテーテ
ルの本体部は‥‥‥第二内層２内に編組が施されているが，カテーテルの先端部に
はカテーテルの剛性を無くすようにするため，編組が施されていない。」（２頁左
下欄２～５行）と，また，甲６には「カテーテルチューブ本体部１３においては‥
‥‥ステンレス製の横巻シールド１５が‥‥‥一層施されてこの高操作性カテーテ
ル６は構成されている。‥‥‥また，先端部１１ではカテーテルの剛性をなくすた



め，横巻シールド１５が施されていない。」（２頁左上欄１３行～右上欄２行）と
記載されており，これらの記載からすれば，確かに，甲５，甲６においては，カテ
ーテル先端部の剛性をなくすために，カテーテル先端部に，編組（甲５），横巻シ
ールド（甲６）を設けない構造を採用していることが認められ，カテーテル先端部
が，すでに，剛性を有していないのであるから，かかる先端部に更に柔軟な先端部
材を接着することについては，必然性を欠くということができる。
      　しかし，審決は，甲５，甲６を例示して，「カテーテルの壁を構成する構
造部材を，軟質の硬度を有する材料からなる外部材料層と，前記外部材料層に結合
され，前記外部材料層より硬度の大きい材料で形成された内部材料層とを含み，複
合硬度を有するように構成する」こと（以下「複層構造」という。）が周知慣用手
段であると認定し（審決書４頁３１～３４行。原告は，この認定を争っていな
い。），その上で，「引用発明におけるカテーテルの壁を構成する単層の構造部材
に代えて，上記周知慣用手段である複合硬度を有する構造部材よりなる壁を適用」
できると説示している（審決書５頁８～９行）のである。この説示に照らせば，審
決は，引用発明のカテーテルの壁を構成する構造部材（本体部）を周知の複層構造
のものとすることについて，これを容易想到と判断したのであって，引用発明に甲
５，甲６に記載されたカテーテルそのものを適用することが容易想到と判断したの
ではない。
      　原告が，審決の判断が誤りである理由として挙げた上記の各理由は，いず
れも，引用発明に甲５，甲６に記載されたカテーテルそのものを適用することが，
想到困難であるというものであって，上記原告の主張は，審決の説示内容を正解し
ないものであり，失当である。
　 (3)　なお，念のために，「引用発明におけるカテーテルの壁を構成する単層の
構造部材に代えて，上記周知慣用手段である複合硬度を有する構造部材よりなる壁
を適用」できるかどうかについて，検討する。
      　甲５に，「従来の技術においては，カテーテルに「強さ」と「しなやか
さ」を同時に満足させることはできないという不具合が存在していた。この発明
は，‥‥‥かつ，「強さ」と「しなやかさ」を同時に満足するカテーテルを提供す
ることを目的とする。」（１頁右下欄１９行～２頁左上欄６行），「硬い内層およ
び軟らかい内層の２層構造により形成されているので，カテーテルを「強さ」と
「しなやかさ」を同時に満たすようにすることができる。」（２頁左上欄１８行～
右上欄１行）と記載されているように，強さとしなやかさとの両立はカテーテルに
おける一般的な課題であることは常識であり，その課題を解決するために，カテー
テルの壁を硬度を異にした多層構造とすることが開示され，そのことは周知慣用手
段であるといえるのであるから，引用発明の単層の壁に代えて，周知慣用手段であ
る複層構造のものを採用することは，容易になし得ることといえる。
      　また，引用例（甲４）には，「ガイディングカテーテルは，その先端部分
が軟質の材料から構成され，ガイディングカテーテルの挿入および留置時に，血
管，心臓またはその周辺組織を損傷しないようになっている。」（２頁右上欄９～
１３行）と記載されており，この記載からすれば，ガイドカテーテルにおいては，
先端部を柔軟構造のものとして，周辺組織の損傷を防ぐという普遍的課題を有して
いると認められるところ，複層構造を有する周知のカテーテルであっても，その例
外ではなく，上記技術課題を等しく有しているというべきである。そうであれば，
複層構造を有する周知のカテーテルにおいても，先端部を柔軟構造とすることは，
当業者ならば容易に想到できることであり，そのための手段として，甲５，甲６の
ような，複層構造の一部を欠いた構造のものとするか，引用発明のように，柔軟な
先端部材を接着するかは，当業者が適宜選択する事項というべきである（なお，甲
５，甲６のものは，編組素線などによりカテーテル本体の剛性を高めているため，
編組素線などをなくすことで，内，外層が存在する先端部を柔軟構造に形成できる
ものである。編組素線などを用いない複層構造のカテーテルにあっては，内層によ
り剛性が高まるから，先端部はそのままでは柔軟構造とならず，別途，先端部を柔
軟にするための構造が必要となることは明らかである。）。したがって，引用発明
において，カテーテルの先端部に柔軟な先端部材が接着されていることは，カテー
テル本体部について，単層の壁に代えて複層構造のものを採用することを何ら阻害
する事由となるものでないことも明らかである。
　 (4)　上記のとおり，「引用発明におけるカテーテルの壁を構成する単層の構造
部材に代えて，上記周知慣用手段である複合硬度を有する構造部材よりなる壁を適
用」することは，当業者が容易に想到できるというべきであるから，審決の前記判



断に誤りはなく，原告の主張する取消事由１は，理由がない。
  ２　取消事由２（相違点判断の誤り－その２。外部材料層が外部テーパの全長を
形成する点（第１要件）と，内部材料層が外部テーパの領域内に部分的に伸びるよ
うにする点（第２要件）を，設計的選択事項であるとした判断の誤り）について
　 (1)　原告は，審決が，「単純に，メイン環状部の先端部の外部テーパの領域内
に外部材料層より硬度の大きい材料で形成される内部材料層ができるだけ入り込ま
ないようにするか，たとえ入り込んだとしても部分的にしか入り込まないように構
成して，本願発明のように構成する程度のことは，当業者であれば必要に応じて容
易になし得たものと認められる。」（審決書５頁２１～２５行）とした点につい
て，周知例は，本願発明の，「外部材料層が前記外部テーパの全長を形成する点」
（第１要件），「内部材料層が前記外部テーパの領域内に部分的に軸方向に伸びて
いる点」（第２要件），「外部材料層と内部材料層とが結合されている点」（第３
要件）のうち，第１要件，第２要件を開示していない旨を挙げて，誤りであると主
張する。
　 (2)　そこで，検討するに，審決が，引用発明に甲５，甲６に記載されたカテー
テルそのものを適用することが容易想到と判断したのではなく，引用発明に積層構
造を有する周知のカテーテルを適用することは容易想到と説示したものであること
は，前記１において判示したとおりである。したがって，周知例（甲５，甲６）
に，第１，第２要件の開示がないことを理由に，審決の上記判断の誤りをいう原告
の主張は，審決を正解せずになされたものであって，採用できない。
      　その点はともかく，念のため，引用発明に複層構造を有する周知のカテー
テルを適用するにあたって，上記第１，第２要件を具備することが想到容易かどう
かについて，検討する。
　 (3)　まず，第１要件の容易想到性について検討する。本願発明において，「外
部材料層が前記外部テーパの全長を形成する」点の技術的意義は，本願明細書（甲
２）に，「別の従来例としては，ワイヤを巻いたテフロン製の内側チューブをポリ
ウレタンで被覆し，その間をエポキシで接合したものが存在する。さらに，その先
端部に柔軟なポリウレタンと耐放射線材料である金属を接合している。ポリウレタ
ン材料と先端部の柔軟なポリウレタン材料との接合が，ステップ状になり，使用中
に分離しやすい。」（段落【０００２】）と記載されていることからすると，外部
材料層と環状チップとを，ステップ状にではなく，テーパ面全面で結合することに
あると解される（なお，「柔軟なポリウレタンと耐放射線材料である金属を接合し
ている」の技術的意味は，「ポリウレタン材料と先端部の柔軟なポリウレタン材料
との接合」（上記段落）と記載されており，また，「図２は多層カテーテル壁２１
と壁３３の部分断面図である。同図において，壁３３は５０％のポリエーテルブロ
ックアミドと５０％のタングステンを有し，このタングステンはタングステン粒子
３４として示され，Ｘ線不透過性を提供する。」（段落【０００８】）と記載され
ていることからすると，ポリウレタン中に，金属が粒子として分散していることと
解される。）。
      　ところで，引用例（甲４）には，「他の製造方法として，‥‥‥カテーテ
ル本体１ａと先端部材４ａとをそれらの端面同士で融着し，同時に熱成形するもの
である。しかるに，この方法では，カテーテル本体と先端部材との材質が相違する
等の理由から，融着が不完全となる。｣(２頁左下欄３行～１３行）と記載されてお
り，この記載からすると，カテーテル本体に先端部材を融着するにあたり，これら
の材質が相違すると，融着が不完全なものとなることが理解される。
      　本願発明に係る特許請求の範囲（請求項１）には，「前記チップは根本部
と，前記第１の通路と連通して軸方向に伸びる第２の通路とを有し，前記根本部は
前記メイン環状部の前記先端部の前記外部テーパに結合された内部テーパを有す
る」と記載されており，この記載からすると，環状チップの根本部とガイドカテー
テルの先端部との結合手段は特定されていないから，本願発明は，これらを融着に
より結合することを包含していると認められるところ，外部材料層と内部材料層か
らなるカテーテルの場合，これらの材料層の材質が異なれば，環状チップとして，
いずれか一方の材料層と同じ材質のものを選択したとしても，他の材料層とは異な
る材質のものとなり，融着が不完全となることは，引用例（甲４）の上記記載から
容易に予測できることである。したがって，外部材料層が外部テーパの全長を形成
するようにして，外部テーパ全面の材質を単一のものとし，環状チップとの融着を
完全にすることは，当業者ならば容易に想到できることというべきである（なお，
先端部を柔軟にする必要があるのだから，柔軟な外部材料層により外部テーパの全



長を形成するのが自然である。）。
　 (4)　次に，第２要件の容易想到性について検討する。なお，「内部材料層が前
記外部テーパの領域内に部分的に軸方向に伸びている」（第２要件）のであれば，
「外部材料層が前記外部テーパの全長を形成する」（第１要件）こととなることは
明らかである。
      　本願発明に係る特許請求の範囲（請求項１）には，内部材料層が外部テー
パに向かって部分的に伸びる程度については，何ら規定されておらず，「内部材料
層が前記外部テーパの領域内に部分的に軸方向に伸びている」点（第２要件）の技
術的意義は，「外部材料層が前記外部テーパの全長を形成する」（第１要件）こと
にあるともいえるが，本願明細書（甲２）に，「熱結合剤１５の強度を増加させる
ために，内側層２５は軸方向に部分的に外部テーパ１３に沿って伸び」（段落【０
００８】）と記載されていることからすると，一応，結合（熱結合材１５）の強度
を増加することにあると解することができる（なお，上記明細書には，「強化ひも
２６は軸方向に外部テーパに沿って部分的に伸び，その結合を強化する。」（段落
【０００９】）と記載されており，この強化ひも２６も結合を強化するものである
と認められるが，本願明細書（甲３）の請求項５には，「前記壁は前記内部材料層
の周囲に，これに沿って配置された強化ひもを更に有する」と記載されていること
からすると，「強化ひも」は「内部材料層」と異なる構造部材であると認められ
る。）。
      　しかし，内部材料層（内側層２５）は，結合（熱結合材１５）に対して，
物理的に接触しているわけではないから，結合（熱結合材１５）の強度を直接的に
増加させるものとは認めることができない。そうであれば，本願発明において，
「結合を強化する」とは，本願明細書（甲２）に，「外部テーパ１３と内部テーパ
１４は，熱結合剤１５の強度を増加させ，熱結合剤１５がメイン環状部１１から剥
離するのを防止し，メイン環状部１１とソフト環状チップ１２との間でカテーテル
の硬度が徐々に変化するようにする。」（段落【０００５】）と記載されているよ
うに，内部材料層を外部テーパ領域に部分的に入れることにより，メイン環状部１
１とソフト環状チップ１２との間でカテーテルの硬度が徐々に変化するようにする
ことと解するのが妥当である。
      　一方，引用例（甲４）には，「第２に，第５図に示すように，接着部９に
おいては，比較的硬質のカテーテル本体１材料と，比較的軟質の先端部材４とが存
在し，かつカテーテル先端方向(図中左側)へ向って後者の比率が漸増しているた
め，その先端へ向うに従って，柔軟性が連続的に増加するよう構成される。これに
より，カテーテルの先端部が湾曲した場合(またはねじれた場合)に，その曲げ応力
が一点に集中することなく接着部９全体に分散され，湾曲軌跡が緩やかな連続カー
ブとなり，カテーテルの急角度な折れ曲がり(またはねじれ)によるルーメン２の閉
塞または接着部９での剥離や亀裂の発生が防止される。」（６頁左上欄９行～右上
欄１行）と記載されており，この記載からすると，カテーテルの急角度な折れ曲が
り(またはねじれ)によるルーメン２の閉塞または接着部９での剥離や亀裂の発生を
防止するには，接着部９において，先端へ向うに従って，柔軟性が連続的に増加す
ることが必要であると認められる。
      　そして，「軟質の硬度を有する材料からなる外部材料層と，前記外部材料
層に結合され，前記外部材料層より硬度の大きい材料で形成された内部材料層」と
からなる複層構造のカテーテル本体に，外部テーパ面を形成し，該外部テーパ面
に，内部材料層を露出させた状態で，内部テーパ面を形成した軟質先端部材を接着
させる場合においては，先端に向かうにつれて，内部材料層の厚みはそのままで徐
々に，外部材料層の厚みが減少し，軟質先端部材の厚みが増加する領域と，外部材
料層が存在せず，内部材料層の厚みが減少し，軟質先端部材の厚みが増加する領域
とが存在し，前者の領域においては，硬度の大きい内部材料層の厚みが同じである
ことから，先端に向かうにつれて柔軟性は増加するも，その増加の程度は小さく，
後者の領域においては，外部材料層が存在しないため，硬度の大きい内部材料層の
厚みが減少するにつれて，柔軟性の増加の程度は大きくなることが明らかである。
すなわち，上記のものにあっては，内部材料層が外部テーパ面に露出している構造
のために，先端に向かうにつれて，当初，徐々に，柔軟性が増加するも，途中か
ら，柔軟性が急に増加するという傾向となることは明らかであるところ，かかる傾
向が，先端へ向うに従って，柔軟性が連続的に増加するという望ましい傾向に反す
ることは明らかである。しかも，上述したとおり，かかる態様を選択すると，軟質
先端部材の結合が不完全となる可能性が存在するのであるから，当業者が，かかる



態様を選択することはないというべきである。
      　そうであれば，内部材料層が外部テーパ面に露出しない構造，すなわち，
「内部材料層が前記外部テーパの領域内に部分的に軸方向に伸びている」構造を選
択するのが，最も合理的であることは明らかである。しかも，このような態様が，
内部材料層が外部テーパ面に露出する構造に比べて，カテーテルの硬度が徐々に変
化するものであることは，当業者が容易に理解できることである。
      　上記によれば，「内部材料層が前記外部テーパの領域内に部分的に軸方向
に伸びている」点は，当業者ならば，容易に想到できることというべきであり，軸
方向に伸びる程度については，実験等により適宜決定できるものというべきであ
る。
      　審決は，「単純に，メイン環状部の先端部の外部テーパの領域内に外部材
料層より硬度の大きい材料で形成される内部材料層ができるだけ入り込まないよう
にするか，たとえ入り込んだとしても部分的にしか入り込まないように構成して，
本願発明のように構成する程度のことは，当業者であれば必要に応じて容易になし
得たものと認められる。」（審決書５頁２１～２５行）と判断しているところ，上
述したとおり，内部材料層が部分的にしか入り込まないように構成することは，当
業者が容易に想到できることであるから，上記審決の判断が誤りであるということ
はできない。
　 (5)　なお，原告は，本願発明においては，上記第１要件により，カテーテルの
メイン環状部と環状チップとのテーパ状接続がより強化され，接合強度が向上する
という効果が，また，上記第２要件により，外部テーパ領域では更にゆったりと硬
度を変化させることができるという効果が奏される旨を主張する。
      　しかし，上記第１要件，第２要件ともに，当業者が容易に想到できるもの
であり，これらにより奏される作用効果も，上述したとおり，当業者が容易に予測
できるものにすぎない。
　 (6)　以上のとおりであるから，原告の主張する取消事由２も理由がない。
  ３　結論
　　　以上によれば，原告主張の取消事由１，２には理由がなく，その他，審決
に，これを取り消すべき誤りは見当たらない。
    　よって，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担並びに上告及
び上告受理の申立てのための付加期間について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法
６１条，９６条２項を適用して，主文のとおり判決する。
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　　　　　　　　　　 裁判長裁判官    　　 佐　　　藤　　　久　　　夫
      　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　　　　　　 裁判官　　　   三　　　村　　　量　　  一
                           
　　　　　　　　　　　　　 裁判官　 　    古　　　閑　　　裕　　　二


